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■
戸
籍
証
明
書
の
名
称
が
変
わ
り
 

　
ま
す
 

　
戸
籍
謄
本
は
「
全
部
事
項
証
明

書
」
に
、
戸
籍
抄
本
は
「
個
人
事

項
証
明
書
」
に
名
称
が
変
わ
り
ま

す
。
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
の
戸
籍
謄
・
抄
本
と
同
じ
よ
う

に
使
用
で
き
ま
す
。
 

 ■
本
籍
・
住
所
地
番
の
表
示
が
変

　
更
さ
れ
ま
す
 

　
本
籍
地
番
に
枝
番
が
あ
る
場
合

「
の
」
の
文
字
が
削
除
さ
れ
ま
す
。
 

（
変
更
前
）
結
城
市
大
字
結
城
 

　
　
　
　
　
●
●
●
●
番
地
の
●
 

（
変
更
後
）
結
城
市
大
字
結
城
 

　
　
　
　
　
●
●
●
●
番
地
●
 

 ■
戸
籍
の
氏
名
は
、
常
用
漢
字
等

　
で
記
載
さ
れ
ま
す
 

　
戸
籍
の
氏
名
文
字
は
、
常
用
漢

字
や
人
名
漢
字
、
そ
の
他
の
漢
和

辞
典
に
載
っ
て
い
る
文
字
で
記
載

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戸

籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
す
る

に
あ
た
り
「
氏
」
ま
た
は
「
名
」

が
辞
書
に
な
い
文
字
で
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
辞
書
に
あ
る
文

字
に
置
き
換
え
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
登
録
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

■
証
明
書
の
発
行
手
数
料
は
変
わ

　
り
ま
せ
ん
 

　
「
戸
籍
謄
本
」
の
発
行
手
数
料

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
4
5
0
円
で

す
。
「
平
成
改
製
原
戸
籍
」
に
つ

い
て
は
7
5
0
円
と
な
り
ま
す
。
 

 ■
現
在
の
戸
籍
は
平
成
改
製
原
戸

　
籍
に
 

　
現
在
の
戸
籍
は
「
平
成
改
製
原

戸
籍
」
と
な
り
、
1
0
0
年
保
存

さ
れ
ま
す
。
婚
姻
や
死
亡
な
ど
に

よ
り
、
す
で
に
戸
籍
か
ら
除
か
れ

て
い
る
方
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
後

の
戸
籍
に
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
前
の
証
明
書
が

必
要
な
と
き
は
「
平
成
改
製
原
戸

籍
」
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ■
個
人
情
報
の
保
護
に
努
め
ま
す
 

　
個
人
情
報
は
、
条
例
・
規
則
や

戸
籍
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
運
営

規
程
に
よ
り
守
ら
れ
ま
す
。
 

 ■
お
問
い
合
わ
せ
先
 

　
市
民
課
記
録
係
 

　
　
32
・
１
１
１
１
 

　
　
内
線
１
０
９
・
１
１
１
 

　
明
治
４
年
の
戸
籍
法
制
定
以
来
、

戸
籍
は
身
分
関
係
を
証
明
す
る
唯

一
の
公
簿
と
し
て
、
私
た
ち
の
社

会
生
活
基
盤
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
 

現
在
の
戸
籍
は
、
和
紙
で
作
成
し

簿
冊
で
管
理
し
て
い
ま
す
。
記
載

や
証
明
書
の
発
行
を
手
作
業
で
行

な
う
た
め
、
大
変
な
手
間
と
時
間

が
必
要
で
し
た
。
 

 
そ
こ
で
、
平
成
６
年
に
戸
籍
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
戸
籍
事
務

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戸

籍
事
務
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る

こ
と
が
で
き
、
届
け
出
か
ら
証
明

書
の
発
行
ま
で
の
時
間
を
短
縮
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
な
お
、
戸
籍
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

化
さ
れ
る
の
は
本
籍
が
結
城
市
に

あ
る
方
に
限
ら
れ
ま
す
。
住
民
登

録
が
あ
っ
て
も
、
本
籍
が
他
の
市

区
町
村
に
あ
る
方
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す 
よ
り
早
く
、よ
り
分
か
り
や
す
い
戸
籍
に 

現在の戸籍 
今までの戸籍は和紙で作られ、手作業
で記載などを行なっていたため、多く
の時間と手間が必要でした 

新しい戸籍 

書式が、縦書きから横書き（Ａ４版）

となり、項目化されて見やすく、分

かりやすいものに変更となります。

数字も算用数字となり、読みやすく

なります。用紙は、複写機による偽

造防止のため地紋紙（改ざん防止用

紙）となり、証明印も朱肉によるも

のから電子公印（黒色）に変わります。 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
る
注
意
点 

証明書の様式が変わります 

　
市
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
新
た
な
戸
籍
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
、
12
月
３
日
か
ら
新
し
い
書
式
で
証
明
書
を
発
行
開
始
し
ま
す
。

戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
り
、
事
務
処
理
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

を
図
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。
 


